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各
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職
員
の

に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
す
る

職
員
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
に
関
す
る
規
程

平
成
二
十
九
年
三
月
奈
良
県
訓
令
第
八
号

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正

令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

第
二
条
第
五
項
の
改
正
規

定

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

 

  
 

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 
 

 

職
員
の

に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
す
る
職
員
の

勤
務
時
間
の
割
振
り
等
に
関
す
る
規
程 

 

第
一
条
中

及
び
第
四
項

を
削

 

第
二
条
第
二
項
中

条
例
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
よ
う
と
す
る
職
員

を

前
項
に

規
定
す
る
職
員

の

に
関
す
る

第
一
条
の
六
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
育
児
介
護
等
職
員

第
四
項
及
び
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同

当
該
職
員
と
し
て
申
告
し
よ
う
と
す
る
も
の

に

及
び

を

の

に
改
め

同
条

第
四
項
中

条
例
第
四
条
第
四
項

を

育
児
介
護
等
職
員
と
し
て
申
告
し
て
条
例
第
四
条
第
三
項

に

同
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当

を

育
児
介
護
等

職
員
に
該
当

場
合

に
改
め

同
条
第
五
項
中

奈
良
県
行
政
文
書
管
理
規
程

号
に
規
定
す
る
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム

を

電
子
計
算
機
を
利
用

職
員
の

に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う

シ
ス
テ
ム
で
総
務
部
総
務
厚
生

所
長
が
管
理
す
る
も
の

に
改
め
る

 

第
三
条
第
一
項
中

午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時

次
条
に
規
定
す
る
休
憩
時
間
を
除

を

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

に
改
め

同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

２ 

前
項
の
規
定

育
児
介
護
等
職
員

適
用

 

 

第
四
条
を
削
る

 

 

第
五
条
中

及
び
第
四
項

を
削
り

同
条
を
第
四
条

 

 

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 



育児介護等職員として申告する場合は、単位期間を記入。

第１号様式（第２条関係）

申 告 簿 兼 割 振 り 簿 申告年月日 　　　　年　　　　月　　　　日

割振年月日 　　　　年　　　　月　　　　日
（所属）

決裁年月日 　　　　年　　　　月　　　　日

（職氏名） （本人確認）

育児介護等職員 （単位期間　　　週間）

年月日

申告 割振り

備考

割振り後の変更の申告 割振り後の変更の割振り

決　裁　欄

備考
所属長
の確認

始業の時刻 終業の時刻 勤務時間数 始業の時刻 終業の時刻 勤務時間数 始業の時刻 終業の時刻 割振年月日申告年月日 本人確認 始業の時刻 終業の時刻 勤務時間数休憩の時刻

第
一
週

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分

勤務時間数

　　時　　  分 　　時　　  分 　　時間　  　分 　　時　　  分 　　時　　  分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分 　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分 　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分

　　時　　  分 　　時　　  分 　　時間　  　分　　時　　  分　　時間　  　分 　　時　　  分 　　時　　  分 　　時間　  　分

　　時間　  　分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分 　　時　  　分 　　時　  　分

　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分 　　時　  　分　　時　  　分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分　　時　  　分　　時間  　　分 　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分

　　時間  　　分

小計 　　時間　　　分 　　時間　　　分 　　時間　　　分

　　時　  　分 　　時間  　　分 　　時　  　分 　　時　  　分　　時　  　分

　　時間　　　分

　　時間　  　分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分 　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時間　  　分

　　時　　  分 　　時　　  分 　　時間　  　分 　　時　　  分 　　時　　  分　　時　　  分

　　時　  　分　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分 　　時　  　分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分

　　時　　  分 　　時　　  分 　　時間　  　分　　時　　  分　　時間　  　分 　　時　　  分 　　時　　  分 　　時間　  　分　　時　　  分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分 　　時　  　分 　　時　  　分

　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分 　　時　  　分　　時　  　分

　　時間  　　分 　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分　　時　  　分　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分

小計 　　時間　　　分 　　時間　　　分 　　時間　　　分

　　時　  　分 　　時間  　　分 　　時　  　分 　　時　  　分　　時　  　分

　　時間　　　分

　　時　  　分 　　時間  　　分

第
三
週

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分

　　時　　  分　　時間　  　分

第
二
週

　　時　  　分　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分

　　時　　  分 　　時　　  分 　　時間　  　分 　　時　　  分 　　時　　  分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分

　　時　　  分 　　時　　  分 　　時間　  　分　　時　　  分 　　時　　  分 　　時間　  　分

　　時間　  　分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分 　　時　  　分 　　時　  　分

　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分 　　時　  　分　　時　  　分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分　　時　  　分　　時間  　　分 　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分　　時　  　分

　　時間  　　分

小計 　　時間　　　分 　　時間　　　分 　　時間　　　分

　　時　  　分 　　時間  　　分 　　時　  　分 　　時　  　分　　時　  　分

　　時間　　　分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分 　　時　  　分

第
四
週

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分

　　時　　  分　　時間　  　分 　　時　　  分 　　時　　  分 　　時間　  　分

　　時　  　分　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分

　　時　　  分 　　時　　  分 　　時間　  　分 　　時　　  分 　　時　　  分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間　  　分

　　時　　  分 　　時　　  分 　　時間　  　分

　　時　  　分 　　時間  　　分

　　時間　  　分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分 　　時　  　分 　　時　  　分

　　時　  　分 　　時間　  　分 　　時　  　分 　　時　  　分　　時　  　分

　　時　　  分

　　時　  　分

小計 　　時間　　　分 　　時間　　　分 　　　時間　　　分

　　時　  　分 　　時間  　　分　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分 　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分 　　時　  　分

　　時間　　　分

休憩の時刻

　　時　  　分

　　時　　  分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時間  　　分　　時　  　分 　　時　  　分　　時　  　分

　　時　  　分 　　時　  　分 　　時間  　　分　　時　  　分　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　　  分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　　  分

　　時　  　分

　　時間  　　分 　　時　  　分　　時　  　分

　　時　  　分 　　時間  　　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　　  分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

週休日又は勤務時間を割り振らない日とする日の勤務時間数欄には、「00時間00分」と記入し、その旨を備考欄に記す。

　　時　  　分

　　時　　  分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　　  分

　　時　  　分

休憩の時刻

　　時　  　分

　　時　　  分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　　  分

　　時　  　分

　　時　  　分

　　時　  　分

休憩の時刻

　　時　  　分

　　時　　  分
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二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る

 
第
４
条
第
４
項

 
第
４
条
第
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